
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

横浜市立嶮山小学校 

地震発生時の対応についてのお願い 
 

 

 「神奈川県全域」「神奈川県東部」「横浜・川崎」のいずれかに大きな地震が発生した場合、児童の安
全を確保するため、次のように対応しますので、ご理解・ご協力をお願いいたします。  
 
 
 

震度５強以上の地震が発生した場合  ※発生した当日および翌日は休校と
なります。 

 

 登校前   「自宅待機」  

 登校中及び登校後   「学校待機」  
→保護者による引き取り 

 ※  保護者が引き取りに来られない場合は、「引き取り人登録カード」に
登録されている代理人の引き取りをお願いします。（代理人との連絡
方法等、日頃より確認をお願いします。）  

 ※ すぐーる配信を待たず、引き取りにおいでください。 
 
 

震度４および震度５弱の地震が発生した場合  
 

 登校前   「安全に配慮し登校」  
  〇児童の安全を第一に、被害の状況によって通学が危険とご家  
   庭で判断した際は、登校を控えてください。（遅刻・欠席には 
   なりません。）  

 登校中及び登校後     〇状況により帰宅させるか、保護者による引き取りか、学校で判断し
対処します。保護者による引き取りの場合は、すぐーる配信いたし
ます。 

 

 

下校中に地震が発生した場合  
    
〇判断について、学校では次のように指導します。 
・下校中は、自宅か学校か近い方へ避難する。 

  ・保護者が不在であることを、児童が分かっているときは、学校に避難する。 
・避難の際は、安全に十分配慮する。 

〇万一に備え、自宅近くで保護していただける方を見つけ、お願いをする等、対策されるとよ
いと考えます。 

 

 

 

開門時間について 

本校では、児童の安全を確保するため、登校時間（開門時間）について次のように決めてあります。その時間内

に登校できるようご家庭でのご協力をお願いいたします。 

開門時間 午前８時５分～８時１５分（１０分間） 

 

                                          令和８年６月 

【改訂版】気象警報発表時等における対応についてのお願い 

 

 「神奈川県全域」「神奈川県東部」「横浜・川崎」『横浜市「北部」』のいずれかに気象警報が発表された場合、児童

の安全を確保するため、次のように対応しますので、ご理解・ご協力をお願いいたします。 

 状    態 対     応 備  考 

登 

 

校 

 

前 

午前６時の段階で、 

「暴風警報」 

「大雪警報」 

「暴風雪警報」 

「特別警報」 

「降灰予報」のいずれ

か一つでも発表継続中の場

合 

 

全市一斉に 

「臨時に休校」 

○当日の給食は全市一斉に

中止となり、当日は終日休

校となります。 

○遠足、修学旅行、体験学習

なども原則として延期・中

止。ただし、目的地に警報

等が発表されておらず、出

発を遅らせる等の措置に

より安全が確保できる場

合等は、学校の判断によ

り、実施する場合がありま

す。 

〇ご家庭で気象情報をご確認くだ

さい。 

 

2026/06/01追加 

午前６時の段階で、 

横浜市※「北部」に 

「レベル４大雨危

険警報」が発表継続中

の場合 

全市一斉（または北部一斉）

「臨時に休校」 

レベル４河川氾濫・土砂災害・

高潮の危険警報については、

学校や居住地、通学路が「浸

水想定区域」や「土砂災害警

戒区域」等に該当する場合に

措置を講じます。 

〇教育委員会事務局と学校が判断

し「すぐーる」配信します。 

 

※気象庁の発表方法変更に伴い、

横浜市域が「北部」と「南部」に分け

て発表されるようになります。本校

（青葉区）は「北部」の情報を確認し

てください。 

午前６時の段階で、「暴風警

報」を伴わない「レベル３大雨

警報」や「レベル３氾濫警報」

が発表継続中の場合 

〇学校は通常どおりです。

地域の状況に応じて、家

庭で判断します。 

 

※遅刻・欠席にはなりませ

ん。 

〇学校からの連絡は原則ありませ

ん。 

登

校

後 

登校後に「警報」（レベル４危

険警報含む）が発表された場

合 

〇学校や地域の状況に応じ

て、教育委員会事務局と

学校で対応(引き取り・終

業繰り上げ等)を判断し

ます。 

〇「すぐーる」配信します。 

学校が「休校」又は「終業繰り上げ」となる場合の「放課後キッズクラブ」の対応については、放課

後キッズクラブの「令和８年度緊急災害時の扱いについて」をご確認ください。 

 


